
旭川市福祉保険部
国民健康保険課

会議資料３

令和６年９月５日（木）開催

令和６年度第１回旭川市国民健康保険運営協議会

健康保険証の廃止について



白紙



　◎ 令和６年１２月１日までは，紙の被保険者証を交付する。
　　・ 令和６年度の一斉更新以降に交付する被保険者証は，令和７年７月末まで有効
　　　（７０歳到達は誕生月，７５歳到達は誕生日の前日）
　　・ 令和７年７月末までは，紙の被保険者証またはマイナ保険証のどちらも使用可能
　　・ 国の通知に基づき，令和６年７月の被保険者証一斉更新の際，台紙に個人番号の下４桁を印字して発送

　◎ 令和６年１２月２日以降は，紙の被保険者証を交付しない。

　令和６年１２月２日以降は，

　　・ マイナ保険証がある方には「資格情報のお知らせ」を交付
　　・ マイナ保険証がない方には「資格確認書」を交付

　※ 当分の間は，毎年被保険者全員にどちらかを交付することになる。
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健康保険証の廃止について

令和５年６月９日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律」が公布され，令和５年１２月２７日付け厚生労働省保険局長通知により，健康保険証は

令和６年１２月２日に廃止されることになった。

今後の取扱い

健康保険証廃止後の対応


